
 
 

令和７年度 SDGs 推進全世代健康都市圏創造事業「郡山市健康づくりキャンペーン」 

業務委託プロポーザルに係る契約候補者選定基準 

令和７年６月 24日作成  

１ 審査項目及び配点 

審査項目 審査ポイント 配点 

基礎評価【25 点】 

（１）業務理解 
業務の目的・方針を的確に把握し、それを踏まえた提案とな

っているか。 
１０ 

（２）業務実施体制 
業務を円滑に遂行するための人員、技術力が確保されている

か。 
５ 

（３）業務実績 

同種、同類の業務経験を有しているか。 

（件数だけではなく、実績の内容、成果が本業務にふさわし

いか総合的に判断する。） 

５ 

（４）参考見積 「３ 参考見積の採点方法」により採点する。 ５ 

事業評価【75 点】 

（５）提案内容の構造的効果性 

3 ステップ（きっかけづくり→関心の深化→行動促進と定

着）に基づき、施策が段階的に連動しており、特に健康無関

心層へのアプローチが意識されているか。 

１５ 

（６）情報発信の工夫 
SNS や特設サイトを中心に、その他のメディアと連動した

効果的な情報発信が提案されているか。 
１５ 

（７）参加促進の工夫 
イベントやアプリ企画、ノベルティ等の提案に、市民の参加

や行動につながる工夫がなされているか 
１５ 

（８）提案内容の独創性 提案内容に独自性があり、新たな視点からの工夫があるか。 １５ 

（９）提案内容の継続性 
次年度以降も継続的に事業を展開していけるような基盤づ

くりや展望が示されているか。 
１０ 

（10）提案内容の実現性 
実施方法及びスケジュールが具体的で、円滑な業務履行が可

能か。 
５ 

合計 １００ 

２ 審査方法 

（１）選定委員の持ち点（１００点）を合算した値が最も高い者を契約候補者、次に高い者を次順位者    

   として決定する。 

（２）合計点数が４８０点未満（評価点満点の 60％未満）の場合は不採用とする。 

（３）点数が同点の場合は、審査項目（５）～（10）の合計点数が高い者を契約候補者とする。 

３ 参考見積の採点方法 

 配点（５点）×（申込者のうち最も低い見積金額）÷（見積金額） 

 ※小数点以下切り捨てる。 


